
   中津市こどもの居場所づくり事業費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 中津市こどもの居場所づくり事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付

については、中津市補助金等交付規則（平成１９年中津市規則第９号。以下「規則」

という。）及び補助金等の交付手続に関する特例規則（平成１８年中津市規則第７

号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （交付の目的） 

第２条 この補助金は、将来を担うこどもたちが放課後等に食事、学習、団らん等を

通して、豊かな人間性及び社会性を身に付け、安心して過ごせる居場所づくりを進

める取組に要する経費を市が補助することにより、こどもたちの孤立を防止し、健

やかに育成される環境整備を促進することを目的とする。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、こどもの居場所づく

りの場を開設し、その運営を行う事業のうち、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。 

 （１） 中津市内で実施されること。 

 （２） 食事を提供する事業を含む居場所づくりであること。 

 （３） 学習支援やこども同士の遊び体験など、こどもの居場所づくり活動を行う

こと。 

 （４） 年間を通じて計画的に運営するとともに、概ね月１回以上実施すること。 

 （５） １年以上継続して事業を実施すること。 

 （６） 宗教、政治活動又は営利を目的とした事業でないこと。 

 （７） 開設時においては、常駐できる責任者を配置すること。 

 （８） こどもの居場所づくりの場の開設及び運営に関し、市から負担金その他こ

の要綱に基づく補助金以外の補助金又は交付金を受けていないこと。 

２ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同法第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員と密接な関係

を有する者が行う補助事業に対しては、この補助金の交付の対象としない。 

 （補助対象経費及び補助金の交付額） 



第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業の実施

に要する経費（経常的な経費を除く。）のうち、別表１に掲げる経費とする。 

２ 補助金の交付額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額を

限度として予算の範囲内で市長が定める額とし、補助対象経費の３分の２以下と

する。 

 （１） 事業開始に要する経費（新規開設費用） ２０万円 

 （２） 事業実施に要する経費（機能強化費用） １０万円 

  ただし、朝食支援事業の実施に要する経費については、週１回以上（夏休み等の

長期休暇を除く。）こどもたちを対象に朝食の提供を行うものに限る。 

３ 補助金の交付は、前項に掲げる経費ごとに、１事業所につき１回限りとし、前項

第１号に定める経費については、事業開始時のみ補助対象とする。 

４ 補助金額の１，０００円未満の額は、切り捨てとする。 

 （補助金の交付の申請） 

第５条 規則第３条第１項に規定する補助金の交付の申請は、補助金交付申請書（様

式第１号）に次に掲げる書類を添え、これを市長に提出するものとする。 

 （１） 事業計画書 

 （２） 事業収支計画書 

 （３） 実施団体の運営に関する定め（会則、規約等）及び役員名簿 

 （４） その他事業の実施に関する資料 

２ 補助事業を行う者（以下「補助事業者等」という。）は、前項の補助金の交付の申

請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の

金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費

税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費

税等仕入控除税額」という。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、

申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りで

ない。 

 （補助金の交付の決定等） 

第６条 規則第４条第１項の決定の通知は、補助金交付決定通知書（様式第２号）又



は補助金不交付決定通知書（様式第３号）により行うものとする。 

２ 市長は、第５条第２項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補

助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行う

こととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 （変更等の承認） 

第７条 補助事業者等は、補助事業の内容、経費の配分若しくは執行計画の変更をす

る場合又は補助事業の全部若しくは一部を中止し、若しくは廃止しようとする場合

は、あらかじめ補助事業変更承認申請書（様式第４号）又は補助事業中止・廃止申

請書（様式第５号）により市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げ

る軽微な変更をする場合を除く。 

 （１） 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更 

 （２） 補助対象経費の２０パーセント以内の増減 

  なお、補助金の額の減額であり、価格競争（入札等）を行った結果で、内容に一

切の変更がない場合は軽微な変更に含まれる。この場合にあっては、実績報告にあ

わせて変更の承認を受けるものとする。 

 （交付の決定の変更等） 

第８条 市長は、次のいずれかの場合において、補助金の交付の決定の内容若しくは

これに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消したときは、

補助金交付決定変更（取消）通知書（様式第６号）により補助事業者等に通知する

ものとする。 

 （１） 前条の承認をした場合 

 （２） 補助事業者等が規則第１４条第１項各号のいずれかに該当する場合 

 （申請の取下げのできる期間） 

第９条 規則第７条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決

定通知書を受領した日から起算して１５日を経過した日までとする。 

 （状況報告） 

第１０条 補助事業者等は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業

の遂行が困難となった場合は速やかに市長に報告し、その指示を受けなければなら

ない。 

 （実績報告） 



第１１条 規則第１１条に規定する実績報告は、補助事業が完了した日から起算して

３０日を経過した日又は翌会計年度の４月５日のいずれか早い日までに実績報告

書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならな

い。 

 （１） 事業報告書 

 （２） 事業収支報告書 

 （３） 領収書及び納品書 

 （４） その他市長が必要と認める書類 

２ 補助事業者等は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入

控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなけれ

ばならない。 

 （補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、規則第１２条の規定により交付すべき補助金の額を確定したとき

は、補助金交付確定通知書（様式第８号）により補助事業者等に通知するものとす

る。 

 （補助金の請求） 

第１３条 補助事業者等は、規則第１２条の規定により交付すべき補助金の額が確定

したときは、補助金精算（概算）払請求書（様式第９号）により市長に補助金を請

求するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、交付すべき補助金の額が確定する前において、市長が

特に必要があると認めるときは、補助事業者等は交付の決定した額の範囲内におい

て必要と認められる額を市長に請求できるものとする。 

３ 前項の規定により交付した補助金の額が、前条の規定に基づき確定した補助金の

額に満たないときは、補助事業者等はその不足する額について補助金精算（概算）

払請求書により請求するものとし、同条の規定に基づき確定した補助金の額を超え

るときは、市長はその超える額について規則第１５条第２項の規定に基づき返還を

命ずるものとする。 

 （補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、

既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該補助金の



全部又は一部の返還及び規則第１６条第１項に規定する加算金の納付を命ずるも

のとする。 

２ 前項の規定による補助金の返還及び加算金の納付は、当該補助金の返還を命ぜら

れた日から起算して３０日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額

に対して、規則第１６条第２項に規定する延滞金を課する。 

 （消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１５条 補助事業者等は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により

補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、補助金に係る消費税等仕

入控除額確定報告書（様式第１０号）より速やかに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一

部の返還を命ずる。 

３ 前条第２項の規定は、前項の返還の規定について準用する。 

 （関係書類等の整備） 

第１６条 規則第２０条に規定する市長が定める期間は、補助事業が完了した日の属

する年度の翌年度から起算して１０年間とする。 

 （委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１２月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失

効前に完了した事業における第１１条から第１６条までの規定は、この要綱の失効

後も、なおその効力を有する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

  

 



別表１ 

費目 補助対象経費 

１ 報償費等 謝金及び旅費 立ち上げアドバイザーの謝金及び 

旅費等 

（１） 消耗品費

（価格が１万円

未満のものに限

る。） 

食器購入費、調理器具購入費、 

学習教材費、レクリエーション用具 

購入費等 

（２） 印刷製本費 広告宣伝のためのチラシ作成費等 

（３）修繕費 開設に必要な設備改修費 

２ 需用費 

（４）賄材料費 食材費（朝食支援を行う場合に限る） 

３ 役務費 雑役務費 ・食品衛生責任者養成講習会の受講費、 

・保険料（朝食支援を行う場合に限る） 

４ 使用料 使用料 会場使用料（朝食支援を行う場合に限る） 

５ 備品購入費 備品購入費（価格が

１万円以上で、か

つ、耐用年数が２年

以 上 の も の に 限

る。） 

家具購入費、調理器具購入費等 

６ その他 市長が必要と認める経費 

 

        

 


